
一

第
二

百

九
号
議
案
　
東
京
都
情
報
公
開
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

第
二
百
九
号
議
案

東
京
都
情
報
公
開
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　
右
の
議
案
を
提
出
す
る
。

　
　
令
和
四
年
十
二
月
一
日

�

提
出
者
　
　
東
京
都
知
事
　
　
小
　
　
池
　
　
百
　
　
合
　
　
子
　
　
　
　
　

東
京
都
情
報
公
開
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

　
東
京
都
情
報
公
開
条
例
（
平
成
十
一
年
東
京
都
条
例
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
第
七
条
中
「
非
開
示
情
報
」
を
「
不
開
示
情
報
」
に
改
め
、
同
条
第
八
号
中
「
東
京
都
特
定
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
七
年

東
京
都
条
例
第
百
四
十
一
号
。
以
下
「
特
定
個
人
情
報
保
護
条
例
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
七
項
」
を
「
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別

す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
二
十
七
号
。
以
下
「
番
号
利
用
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
八
項
」
に
改

め
、
同
条
第
九
号
中
「
特
定
個
人
情
報
保
護
条
例
第
二
条
第
四
項
」
を
「
番
号
利
用
法
第
二
条
第
五
項
」
に
改
め
る
。

　
第
八
条
第
一
項
、
第
九
条
、
第
十
条
及
び
第
三
十
五
条
第
一
項
中
「
非
開
示
情
報
」
を
「
不
開
示
情
報
」
に
改
め
る
。

　
第
三
十
九
条
第
二
項
中
「
東
京
都
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
年
東
京
都
条
例
第
百
十
三
号
）
第
二
十
六
条
」
を
「
個
人
情
報
の

保
護
に
関
す
る
法
律
施
行
条
例
（
令
和
四
年
東
京
都
条
例
第
　
　
号
）
第
八
条
」
に
、
「
実
施
機
関
の
諮
問
を
受
け
て
審
議
し
、
又
は
実
施
機
関
に

意
見
を
述
べ
る
」
を
「
都
の
機
関
（
同
条
例
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
都
の
機
関
を
い
う
。
）
の
諮
問
を
受
け
て
審
議
す
る
」
に
改
め
る
。

　
別
表
中

「
印
刷
物
と
し
て
出
力
し
た
も
の
（
多
色

刷
り
）
一
枚
に
つ
き�

二
十
円

写
し
の
交
付

の
と
き
。

複
写
し
た
フ
ロ
ッ
ピ
ー
デ
ィ
ス
ク
一
枚

に
つ
き�

百
円

写
し
の
交
付

の
と
き
。

」
を
「
印
刷
物
と
し
て
出
力
し
た
も
の
（
多
色

刷
り
）
一
枚
に
つ
き�

二
十
円

写
し
の
交
付

の
と
き
。

」
に
改
め
る
。

4 . 第 4 回 定 例 会



二

　
　
　
附
　
則

　
こ
の
条
例
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
提
案
理
由
）

　
デ
ジ
タ
ル
社
会
の
形
成
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
（
令
和
三
年
法
律
第
三
十
七
号
）
第
五
十
一
条
の
規
定
の
施
行
に
よ
る

個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年
法
律
第
五
十
七
号
）
の
改
正
等
を
踏
ま
え
、
規
定
を
整
備
す
る
必
要
が
あ
る
。


